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アルコール検知器による
飲酒検査義務化の完全実施

長崎県交通安全推進県民協議会からの
お知らせ

安全運転のためのワンポイントアドバイス

　令和４年10月１日から施行の安全運転管理者選任事業
所でのアルコール検知器による酒気帯び検査の義務化に
ついては、検知器の供給不足により実施は猶予すると
なっていましたが、　
本年12月１日からは完全実施されます。
　会員事業所におかれましては、すでに実施されている
事業所もありますが、完全実施へ向けた準備をお願いし
ます。
　実施にあたっては、併わせてチラシ等も配布しており
ますので参考にしてください。

　長崎県内の本年度の交通事故発生状況は飲酒運転事故
や夜間時間帯の事故が増加するなど発生件数・死傷者数
が昨年を上回る状況が続いています。
そこで安全運転のためのワンポイントアドバイス‼
◎交通事故の危険性について
・飲酒運転は、アルコールの影響により視界が効かなく
なったり注意力が散漫となり危険。
・交通事故の約7割が前方不注視を原因としており、運転
中のスマホ操作や考えごとなどは危険。
・夜間や降雨時は視野が極端に狭くなり危険。
　特に右から左への横断歩行者には注意!!
・飲酒運転は、家庭崩壊、離職など身の破滅を招く。
◎運転時の事故を防ぐためには
・車の運転に悩みごと、考えごとは持ち込まない。
・常に前方に気を配り「だろう」運転はしない。
・夜間、降雨時は、スピードを落として危険要因の早期
発見を!!
　等々念頭に心と時間にゆとりを持った運転に心掛け各
人が交通事故防止に努めましょう。

～もしもの自転車事故に備えて～

　早岐地区安全運転管理協議会では、本年９月10日(日)
佐世保市内の自動車学校に於いて、安全運転競技大会を
開催しました。
　本大会は、安全運転管理者選任事業所での安全運転技
術の向上を図るなどの目的で開かれ地区協議会加入の13
事業所などから約50人が参加し、交通事故のない職場地
域づくりに貢献した有意義な大会となっていますのでご
紹介します。

（一社）長崎県安全運転管理協議会・長崎県警察

※自動車5台以上、または定員11名以上の車両1台以上を
　保有している事業所（自動二輪車1台は0.5台で換算）

令和4年

4月1日
から

令和4年10月1日から

さらに

安全運転管理者の
解任 命令等

違反すると…

※施行規則第9条の10第5号にあった“飲酒”に関わる内容が、新たに施行規則第9条の10第6号・第7号として、より詳細に定められることとなりました。

令和4年4月1日施行 令和4年10月1日施行
● 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に

対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を
目視等で確認すること。（道路交通法施行規則第9条の10第6号関係）

● 上記の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を
1年間保存すること。（道路交通法施行規則第9条の10第7号関係）

● 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無につい
て、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器（呼気に含まれる
アルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定める物をいう。）を用いて
確認を行うこと。（道路交通法施行規則第9条の10第6号関係）

● 上記の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアル
コール検知器を常時有効に保持すること。（道路交通法施行規則第9条の10第7号関係）

具体的に何をすればいいの？対象となるのは？Q1 Q2
アルコールチェックをしないと
どうなるの？Q3

自動車5台以上、または定員11名以上の
車両1台以上を保有している事業所です。

（自動二輪車は0.5台で換算）

定員11名以上の
自動車を1台以上使用

または

その他の自動車を
5台以上使用

（自動二輪車1台は0.5台で換算）

A A A● 運転の前後に、運転者に対して目視
およびアルコール検知器を使用して
酒気帯びの有無を確認すること

● 目視およびアルコール検知器による
確認の記録をデジタルデータや日誌
等で1年間保存すること

● 正常に機能するアルコール検知器を
常備すること

部分は10月1日から

公安委員会から自動車の使用者に対して、
報告資料の提出を求められたり、安全運転管
理者等の解任を命ぜられることがあります。
また、アルコールチェックを実施せずに運転
者が飲酒運転をした場合には、事業所の評判
が著しく低下し、万が一事故を起こした場合の
社会的な責任は計り知れません。
適切なアルコールチェックを実施し、事業所
から飲酒運転を根絶しましょう。

安全運転管理者選任事業所※での安全運転管理者選任事業所※での

安全運転管理者

アルコール検知器の
使用義務化!

（新聞報道記事）


